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東京都生活衛生営業指導センターは、
生衛業の皆様をサポートします。

と
うきょう

新年明けましておめでとうございます。
皆様方には、輝かしい新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より、東京都の福祉保健
行政に御理解、御協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。

東京都生活衛生同業組合の皆様におかれましては、長き
に渡り、都民の生活に欠くことができない業の伝統と技術
を継承し、消費者に安全で衛生的な、より良いサービスの
提供に努められてこられたことに、深く敬意を表するとと
もに、心から感謝申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に取り
組んでいただいておりますことに、改めて厚く御礼申し上
げます。
さて、昨年夏、世界陸上選手権が、2025年に東京で開
催することが決定いたしました。東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会では叶わなかった有観客での開催

が見込まれており、国内外から多くのお客様が東京に訪れ
ることが予想されます。
東京都生活衛生営業指導センターが主導で実施する「外
国人対応支援事業」では、本格的なインバウンド復活に備
え、外国人観光客の受入れに向けた講習会を開催するほか、
今年度末には、体制を整備するための取組をまとめたマ
ニュアルを作成すると伺っております。生衛業の皆様のこ
うした取組が実を結び、最上級のおもてなしが提供される
ことを大いに期待しております。
また、東京都としましても、都民生活に欠かせない生衛
業の活性化や様々な支援を通じて、振興に関する施策を総
合的に進めるよう努めてまいります。
結びに、生活衛生関係営業の皆様にとりまして、新しい
年が、希望に満ちた大きな飛躍の年となることを心からお
祈り申し上げ、新年のあいさつとさせていただきます。

令和五年　元旦

東京都福祉保健局健康安全部 部長　藤井　麻里子新年のごあいさつ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様方におかれましては、輝かしい
新年を迎えられたことと存じます。
新型コロナウイルス感染拡大は３年
に渡って経済社会活動に多大な影響を
及ぼして参りましたが、ウイズコロナ

の新たな段階への移行が徐々に進められ、感染拡大防止と
経済社会の発展の両立を目指しています。一方で、ウクラ
イナ情勢等によるエネルギー市場や原材料の価格高騰な
ど、生衛業界は依然として厳しい経営環境が続いています。
このような厳しい状況の中におきまして、指導センター
は、生衛業の経営の健全化、振興等を通じ、衛生水準の向
上を図り、利用者・消費者の擁護に資する様々な事業を展

開しております。
現在、経営指導員等による各種相談事業、後継者育成や
経営改善・情報化支援等の生衛業振興に加え、生衛業にお
ける感染症対策事業や外国人対応支援事業にも力を入れて
取り組んでおります。
また、衛生水準の確保・向上事業として、11月の「生
活衛生同業組合活動推進月間」を中心に、各生活衛生同業
組合との連携のもと、組合加入促進のための広報や組合活
性化のための取組を重点的に行っております。
今年も、指導センターは生衛業振興のための各種事業を
積極的に行っていく所存です。
そのためにも、皆様方の一層のご理解・ご支援をお願い
しまして、新年のご挨拶といたします。

（公財）東京都生活衛生営業指導センター 理事長　三田　芳裕年頭所感
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東京都生活衛生同業組合連合会 会長　工藤　哲夫謹賀新年
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
私ども生活衛生業（生衛業）は、長

きに渡る新型コロナウイルス感染対策や
最近のエネルギー、原材料費等の高騰
などの影響を受け、依然として厳しい経

営環境が続いています。今年こそ、生衛業にとって経営
環境が好転し活気にあふれた、明るい年になることを強
く願っているところです。
東京都生活衛生同業組合連合会（東生連）は、都内
17の生活衛生同業組合（組合）によって組織されており、
組合への加入促進の取組や後継者の育成など様々な課
題も抱えております。
生衛業は、小規模事業所が多くを占めており、個々の

営業者のみで経営の安定化を図ることは容易ではありま
せん。このため、各組合が相互に連携し、生衛業全体を
活性化していくことが非常に大切です。
東生連は、それぞれの組合の自主性を尊重しつつ、相
互の情報交換を密接に行い、共通する問題等に連携して
対処するなど、各組合が協働して活動をしております。
また、生衛業の課題を解決していくためには、行政や
関連業界との密接な連携も不可欠です。
東生連は、生活衛生営業指導センターと一体となって、
各種の課題解決、生衛業の社会的・経済的基盤の向上を
目指し、さらに頑張っていく所存です。
本年も、皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。

日本政策金融公庫 国民生活事業本部 東京地区統轄　𠮷池　雅志新年のご挨拶
令和５年の新春を迎え、謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の
影響に加え、原材料価格の高騰、人件
費の上昇、そして人手不足など、生活衛

生関係営業を営む皆様方にとって、大変厳しい経営環境
だったと存じます。このような状況においても、感染予
防対策に万全を尽くしながら営業を続け、地域経済を支
えるとともに“地域の賑わい”を守る皆様方に、心から敬
意を表します。
皆様方におかれましては、これまで通りの衛生管理と、
たゆまぬ営業努力によってこの難局を乗り越え、地域活
性化の牽引役としてますますご活躍されることをご期待
申し上げるとともに、本年がコロナ脱却を果たす一年と
なり、皆様方のご商売の飛躍につながる年となることを

心よりお祈り申し上げます。
私ども日本政策金融公庫といたしましては、コロナ禍

の影響を受けた方々へのご融資、公庫借入の借換え・条
件変更などにきめ細やかに対応していくことはもちろん、
事業拡大に向けた設備投資、創業や事業承継のご支援に
も積極的に取り組んでまいります。
また、経営工夫事例を掲載した『生活衛生だより』の
発行など、経営に役立つ情報発信にもより一層力を入れ、
コロナ禍からの復活に向けて、前向きにご商売を展開さ
れる方々のバックアップに、これまで以上に努めてまい
る所存です。
結びに、本年が皆様方にとって実り多く、そして何よ

り商売繁盛の一年となりますよう祈念いたしまして、年
頭のご挨拶とさせていただきます。

謹賀新年
　　　　　　　　　　　（公財）東京都生活衛生営業指導センター役員一同� 令和５年１月１日現在
役職名 氏　　名 所属団体・役職名
理 事 長 三　田　芳　裕 東京都料理生活衛生同業組合理事長
副理事長 原　田　啓　助 東京都飲食業生活衛生同業組合理事長
副理事長 佐　藤　明　弘 東京都簡易宿泊業生活衛生同業組合理事長
副理事長 近　藤　和　幸 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合理事長
理　　事 藤　井　麻里子 東京都福祉保健局健康安全部長
理　　事 山　下　　　健 東京商工会議所理事　中小企業部長
理　　事 大　島　貴　俊（公財）東京都中小企業振興公社事務局長
理　　事 浅　野　哲　哉 東京都鮨商生活衛生同業組合理事長
理　　事 田　中　秀　樹 東京都麺類生活衛生同業組合理事長
理　　事 山　本　冨司安 東京都中華料理生活衛生同業組合理事長
理　　事 塚　口　　　智 東京都社交飲食業生活衛生同業組合理事長
理　　事 本　間　　　修 東京都喫茶飲食生活衛生同業組合理事長

役職名 氏　　名 所属団体・役職名
理　　事 鈴　木　章　夫 東京都食鳥肉販売業生活衛生同業組合理事長
理　　事 宮　本　重　樹 東京都食肉生活衛生同業組合理事長
理　　事 福　島　美　男 東京都氷雪販売業生活衛生同業組合理事長
理　　事 稲　葉　孝　博 東京都理容生活衛生同業組合理事長
理　　事 金　内　光　信 東京都美容生活衛生同業組合理事長
理　　事 菅　野　信　三 東京都興行生活衛生同業組合理事長
理　　事 工　藤　哲　夫 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合理事長
理　　事 森　　　鉄　雄 東京都クリーニング生活衛生同業組合理事長
専務理事 仁　科　彰　則（公財）東京都生活衛生営業指導センター
監　　事 森　内　孝　司 公認会計士　森内孝司事務所
監　　事 相　樂　　　守 中小企業診断士　さがらコンサルタントオフィス



都民の日常生活に極めて深い関係にある生衛業者は、社
会の構成員として、積極的に地域社会に貢献することが期
待されています。当センターでは、高齢者、子ども、障害
をお持ちの方などすべての利用者に対して、安心快適に、
それぞれの方のニーズに合ったサービスを提供できる環境
整備の取組を一部の地域で進めてきました。

これまでの実績は、７地区（荒川区、千代田区、世田谷区、
墨田区、西東京市、江東区、大田区）で、認知症サポーター
養成講座や盲導犬との触れ合いを通じた知識習得などの取
組です。

令和４年度からは、地域にとらわれず先進的な取組事例
を選定のうえ必要な助成を行うこととし、モデル事業とし
てその成果を広く都内に普及していくことで事業推進を図
ることにしました。

具体的には、地域福祉に関する講習会や普及啓発活動、
また、例示として出前調理や子ども食堂、訪問理美容や障
害者映画招待などが想定されます。助成額は100万円を限
度として、当該事業経費の３分の２以内の額を助成します

ので、各生活衛生同業組合及び各支部単位で、取組内容な
どを検討のうえ、新たな事業展開や事業拡充などにご活用
ください。

なお、事業初年度（令和４年度）は、東京都公衆浴場生
活衛生同業組合の提案により、濡れた床面での転倒による
事故防止の一助として、都内公衆浴場への「シャワーチェ
アー」設置に取り組んでいます。
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医療機器製造販売認証番号 : 303AGBZX00027000

0120-328-106

■■■■■■■ センターからのお役立ち情報 ■■■■■■■

公財）全国生活衛生
        営業指導センター 賛助会員

アフラック募集代理店
株式会社

ユニバーサルファミリー

〒166-0015 杉並区成田東 5-34-16 ユニバーサルスクエア南阿佐ヶ谷 7 階

フリーダイヤル
0120-12-6561

公財）東京都生活衛生
        営業指導センター 賛助会員

令和４年度第３回指導センター理事会を開催

地域生活支援事業をご活用ください

11月25日（金）、明治記念館で今年度第３回理事会を開
催しました。議決事項では、令和４年度臨時評議員会の招
集について令和５年３月23日に招集することが承認されま
した。また、報告事項としては、指導センターの上半期事
業執行状況及び９月に行われた都議会自民党への要望活動
が報告がされました。

今後、12月に予定される都知事への要望活動では、①新
型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢に伴うエネル
ギー・原材料高騰等に係る生活衛生業に対する支援、②生

活衛生同業組合への加入を促進するための取組に対する支
援、③東京都受動喫煙防止条例に係る喫煙室の補助金の継
続の３つの重点項目について、東生連及び各組合と連携し
て要望することで意見の一致を見ました。

最後に、秋叙勲受章者４名の紹介などを行って閉会しま
した。会議終了後は同所において３年振りとなる懇親会が
開催され、生衛業の感染拡大防止の徹底とウイズコロナの
取組などについて意見交換を図ることができました。

なお、第４回理事会は３月開催の予定です。

理事会　三田指導センター理事長挨拶 懇親会　工藤東生連会長挨拶 懇談風景
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■■■■■■ センターからのお役立ち情報 ■■■■■■

令和４年度　感染症対策講習会の開催
～身近に起こる感染症やネズミ・衛生害虫対策を学ぶ～

　11月29日（火）、主婦会館プラザエフにおいて、感染症対策
講習会を開催しました。本講習会は、生活衛生関係営業者の方々
等を対象として毎年度開催しており、今年度も、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に配慮しながらの開催となりましたが、生活
衛生関係営業者に加えて都内保健所職員など約60名の受講があ
りました。
　生衛業感染症対策検討会東海林委員長の開会挨拶で始まり、第
１部では「身近に起こる感染症の基礎知識と対処方法」をテーマ
に、東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 課長代理　
中島丈晴氏に講演いただきました。
　人と接する機会の多い生活衛生関係営業
の方には、身近に起こる感染症への理解を
深めていただく必要があるという観点か
ら、「新型コロナウイルス感染症の今」「身
近に起こる行動制限のかかる感染症」「生
活衛生関係営業に関する感染症」等につい
て解説いただきました。新型コロナウイル
ス感染症については、最新の情報の提供により、今後のとるべき
対策について具体的に説明がありました。また、生衛業において

特に留意すべき「食中毒」に関しても、原
因となる細菌やウイルスごとに具体的な症
状や対応方法をわかりやすく説明いただき
ました。
　第２部は「身近に生息するネズミや衛生害
虫などへの対処方法」をテーマに、公益社団
法人東京都ペストコントロール協会　専務
理事 奥村龍一氏に講演いただきました。
　生活衛生関係営業者にとり歓迎したくない相手であるネズミ
や、衛生害虫（ゴキブリ、蚊、ハエ、トコジラミなど）を取り上
げ、その生態に関する基礎知識や対処方法について、具体的な事
案を交えながらわかりやすく解説いただきました。また、対処方
法として「化学的防除」「物理的防除」「環境的防除」のうち、有
効性が高く取組に負担の少ない「環境的防除（いわゆる、侵入さ
せない、営巣させない、エサを絶つという事前予防）」の考え方
と取組方法について、きめ細かく説明いただきました。
　今後、本講習会の内容をまとめた報告書を作成し、年度内に各
組合、保健所等に配布するほか、指導センターホームページにも
掲載して広く啓発を図っていきますので、是非ご一読ください。

活性化塾を開催 「コロナ禍における日本政策金融公庫の取組」
　10月26日（水）、主婦会館プラザエフにおいて、令和４年度
活性化塾を開催しました。活性化塾は、11月の「生活衛生同業
組合活動推進月間」に向けた取組の一つで、衛生水準の確保・向
上を図るものです。
　講師に日本政策金融公庫国民生活事業本
部生活衛生融資部長の鯨井佳則氏をお招き
し、「コロナ禍における日本政策金融公庫
の取組」というテーマで講演していただき
ました。
　講演では、「新型コロナ関連の特別貸付

の概要」、「インター
ネット申込の概要」、

「日本公庫による事業
承継支援」、「若手生
衛業者アンケート調
査の結果」、「生衛組
合の取組事例」、「日本公庫の情報支援」等について、詳しく解説
していただきました。
　参加者からは、大変参考となる情報を得ることができたので、
組合員に広く周知していきたいという声が寄せられました。

１部講師 中島丈晴氏

２部講師 奥村龍一氏

講師 鯨井佳則氏
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組合だより

　令和４年10月４日（火）に明治記念館に
おいて、３年ぶりに健康入浴推進員養成講
習会を開催しました。
　当日は、約80名の参加者のもと、講師は
東京都市大学人間科学部教授の早坂信哉氏

に依頼し、「銭湯は未来社会に欠かせない‘通いの場の拠点’で
あることが証明された」と題する約１時間の講習会を行いまし
た。
　銭湯に関する一連
の研究結果から、銭
湯通いをする人は「主
観的健康感や幸福度
が高くなる」「ストレ
スホルモンが減り、
しあわせホルモンが
増加する」「高齢者の
身体機能がアップし
介 護 予 防 に つ な が
る」など興味深い内
容となりました。
　参加者からのアン
ケート結果も「参考
になった」が多数を
占め、有意義な講習
会となりました。

　11月８日（火）、都内のホテルにて「第
42回中華料理技術コンクール」が開催され
ました。
　このコンクールは、組合員の料理技術の
向上に加え、組合員間での作品の共有、店

舗でのメニュー化も目的としたものです。出場者は、日頃磨き
続けた調理技術を基に、創意工夫を凝らし技術を競います。コ
ンクールのテーマは「使いやすい食材」「提供しやすい食材」「ヘ
ルシー料理」の３つ。「一
品料理の部」と「麺／飯
の部」の２種目。各ブロッ
クから選抜された選手に
より各々10の料理が出
品されました。
　８名の審査員により

「創造性」「技術性」「表
現力」の３つの観点で採
点され、各種目の１位（金
賞）には都知事賞が贈ら
れます。審査員の方々か
らは「いずれも甲乙つけ
がたく採点に苦労した」
といった声も聞かれまし
た。なお、表彰式は１月
24日に行われます。

東京都中華料理
生活衛生同業組合

　新型コロナウイルス感染の影響は続いてい
ますが、今年度も「ホテル・旅館　生衛業フェ
ア」（11月15日～16日）を無事に開催する
ことが出来ました。
　会場は、昨年度と同じ東京都立産業貿易セ

ンター・浜松町館で、東京都生活衛生営業指導センター、東京
都喫茶飲食生活衛生同業組合、東京都氷雪販売業生活衛生同業
組合並びに、東京都クリーニング生活衛生同業組合のご協力の
もと、出店商社31社（うち都連指定商社26社、一般商社５社）
による、賑やかな展示会となりました。
　今年度は、サブタイトルを「Support for Hospitality 2022」
と銘打って私たちの思いを伝えました。この数年間の厳しい経
営状況の中、各支部組合員の皆様や今回初めて声を掛けた近隣
の生衛組合からもご来場頂き、受付登録人数は約370名（２日
間合計）となりました。
　会場内では例年と同じくスタンプラリーによる福引抽選会も
行われ、各商社様の御協力による多数の協賛品も有り大盛況と
なりました。
　来場者数が昨年度実績より若干少なかったものの、厳しい環
境下の組合員も少なくない状況での開催であったにもかかわら
ず、会場に足を運んでいただいた皆様と、ご協力頂いた指導セ
ンター・各同業組合の皆様に心より感謝申し上げます。来年度
も同会場にて11月１日～２日で開催を予定しています。

　食鳥肉販売業組合は、東京都食肉生活衛
生同業組合と連携・協働して、10月22日

（土）、23日（日）の両日、「2022　食鳥肉・
食肉フェスタ」を中央区の築地市場橋公園
で開催しました。

　築地場外市場商店街振興組合主催の「築地秋まつり」に合わ
せ東京都生活衛生営業指導センターの助成を受けて実施したも
ので、国の方針である国産品の内需拡大に向けた販路拡大の共
同事業として、鶏肉、食肉を使った各種品物等を提供。当組合
と食肉組合との初めてのコラボ事業となりました。築地、有名
店の出店、晴天等相
まって、多数の消費
者等の来場がありま
した。日本の鶏肉、
食肉の美味しさをア
ピールし、更に肉の
取扱方法、衛生対策
等の知識普及・啓発
に寄与する事ができ
ました。

東京都ホテル旅館
生活衛生同業組合

令和４年度　第54回
ホテル・旅館 生衛業フェア

健康入浴推進員
養成講習会の開催

第42回中華料理技術
コンクールの開催

東京都食鳥肉販売業
生活衛生同業組合

東京都公衆浴場業
生活衛生同業組合

2022　食鳥肉・食肉
フェスタ開催される
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　アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーな
どのアレルギー疾患は、国民の２人に１人が抱え
ており、慢性的な疾患として、日々の生活に大き
な影響を与えます。
　こうしたアレルギー疾患の、発症・重症化を予
防し、症状の軽減を図るためには、正しい知識を
持ち、適切な自己管理や医療機関の受診などを継
続することが重要です。
　都では、専門の医師等の監修を受けてアレルギー
情報ポータルサイト「東京都アレルギー情報navi．」
を運営しています。サイトでは花粉情報や講演会
の開催等、アレルギー疾患に関する様々な情報を
掲載しておりますので、是非ご覧ください。

【東京都の花粉情報】
https://www.fukushihoken.metro.
tokyo.lg.jp/allergy/pollen/index.html

　東京都アレルギー情報navi．の「東京都の花粉情報」ページでは、飛散花粉数のデータのほか、都内12か所の観測地点ごとに10年間の
飛散傾向と比較できるよう、スギ、ヒノキ花粉の測定結果をグラフでお示ししています。花粉の飛散が開始しているのか、飛散のピーク
を迎えているのか、そろそろ終息するのかなど、スギ・ヒノキ花
粉の飛散時期を通して今の飛散状況を確認することができるた
め、医療機関への受診や服薬の参考としてもお使いいただけます。
◎花粉はどんな日に多く飛ぶ？
　一般的に次のような日に花粉が多く飛散します。
　�①気温が高い日　②雨の日の翌日で天気がよい日
　③風が強く晴天で乾燥した日
　特に、春一番のような温かい南風の日は、花粉が多く飛散しま
すのでご注意ください。
　スギ・ヒノキ花粉の飛散時期は、東京では２月から５月上旬です。
花粉は飛散開始から徐々に飛散量が増えていき、スギは３月中旬
ごろ、ヒノキは３月下旬から４月にかけて飛散のピークを迎える
傾向にあります。スギ花粉は軽いため、200km以上離れた遠くの
スギ林から風に運ばれて都心にまで飛んでくることもあります。
◎花粉を避ける方法
　・メガネ・マスクの装着
　・帽子をかぶる　
　・花粉がつきにくい繊維の服を選ぶ
　・家に入るときは花粉をよく払い落とす
　・うがい・手洗い・洗顔

アレルギー疾患について、正しい知識の入手を心掛けましょう東京都からのお知らせ

生活衛生関係営業施設数
（令和４年９月末現在）

施設数 備　　　考

環
境
関
連

理 容 所 7,654
美 容 所 26,199
ク リ ー ニ ン グ 所 2,801 リネン・取次所を除く

興 行 場 464 映画・演劇のみ（多目的・ス
ポーツ・その他、仮設除く）

旅 館 ・ ホ テ ル 3,690
簡 易 宿 所 1,237

普 通 公 衆 浴 場 472 銭湯のみ（うち公営銭湯１を
除く）

改正前営業種目 施設数 改正後営業種目 施設数

食
品
関
連

飲
食
店
営
業

一 般 飲 食 店 104,104 

飲 食 店 営 業（ 一 般 飲 食 店 ） 43,862 

旅 館 ・ ホ テ ル 1,499 
バー・キャバレー 7,791 
民 生 食 堂 13 
す し 屋 3,280 
そ ば 屋 3,079 
仕 出 し 屋 1,372 
弁 当 屋 5,016 
そ う 菜 店 5,720 
コンビニエンスストア等 62 
喫茶店営業（店舗） 2,363 
食 肉 販 売 店 4,040 食 肉 販 売 業（ 届 出 を 含 む ） 4,897 
氷 雪 販 売 業 1 氷 雪 販 売 業（ 届 出 ） 136 

　　　※ 令和３年６月の改正食品衛生法施行により、食品関連については営業種
目の内訳が変更になりました

　　　※ 経過措置期間が設けられているため、改正前・後それぞれの法に基づく
営業を分けて計上しています
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2022 年７〜９⽉期景気動向 〜⽣活衛⽣関係営業の景況〜 

 ➣ 売上ＤＩ（東京）31.1（前期⽐４.８ポイント低下、前年同期⽐ 81.9 ポイント上昇） 
➣ 業況ＤＩ（東京）8.2（前期⽐９.０ポイント低下、前年同期⽐ 75.9 ポイント上昇） 
➣ 来期（10〜12 ⽉期）は、売上 DＩは低下、業況 DＩは上昇する⾒通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

⽣活衛⽣関係営業の皆さまへ 
「⽣活衛⽣関係営業の景気動向等調査結果」と「⽇本公庫ダイレクト」のご案内 

＊四半期毎。⽩抜き記号は、各年７〜９⽉期。 
＊四半期毎。⽩抜き記号は、各年７〜９⽉期。 

生活衛生関係営業の皆さまへ
「生活衛生関係営業の景気動向等調査結果」と「日本公庫ダイレクト」のご案内

2022 年１〜３⽉期景気動向 〜⽣活衛⽣関係営業の景況〜 

 ➣ 売上ＤＩ（東京）▲26.2（前期⽐ 2.8 ポイント上昇、前年同期⽐ 58.8 ポイント上昇） 
➣ 業況ＤＩ（東京）▲49.2（前期⽐ 23.4 ポイント低下、前年同期⽐ 40.8 ポイント上昇） 
➣ 来期（４〜６⽉期）は、売上 DＩ、業況 DＩともに上昇する⾒込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

⽣活衛⽣関係営業の皆さまへ 
「⽣活衛⽣関係営業の景気動向等調査結果」と「⽇本公庫ダイレクト」のご案内 

「⽇本公庫ダイレクト」のご案内 

「⽇本公庫ダイレクト」はお客さまと⽇本公庫をつなぐお客さま（会員）専⽤のオンライン窓⼝です。 

会員登録無料︕簡単なお⼿続きで、様々なサービスをご利⽤いただけます。 
⽇本公庫ダイレクトへのアクセス 

右記の⼆次元コードまたは公庫ホームページ（www.jfc.go.jp）からアクセス可能です。 
お取引状況の確認等をご利⽤いただく場合は、会員登録に加え、お取引先さま専⽤サービスの利⽤申請が必要となります。 

   
     

※⾳声ガイダンスが流れた後に「１」を 
選択してください。 

※受付時間︓平⽇ 9 時〜19 時 

事業資金 

相談ダイヤル 

（行 こ う よ ！ 公  庫） 

0 1 2 0 - 1 5 4 - 5 0 5 

＊四半期毎。⽩抜き記号は、各年１〜３⽉期。 
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タ カ ラ ベ ル モ ン ト 株 式 会 社
〒107-0052　港区赤坂7-1-19　 　 　 TEL.3404-1793

明 治 記 念 館
〒107-8507　港区元赤坂2-2-23　 　  TEL.3403-1171

株 式 会 社 ユ ニ バ ー サ ル フ ァ ミ リ ー
〒166-0015　杉並区成田東5-34-16 ユニバーサルスクエア南阿佐ヶ谷７階　TEL.0120-12-9761

株 式 会 社 八 芳 園
〒108-8631　港区白金台1-1-1 TEL.0570-064-128

株 式 会 社 ア イ フ ィ ス
〒112-0005　文京区水道2-10-13　　TEL.5395-1201

大 蔵 映 画 株 式 会 社
〒141-0021　品川区上大崎2-24-15 目黒西口ビル10階　TEL.3493-6115

アフラック生命保険株式会社東京総合支社
〒163-0456　新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル22F　TEL.3344-1580

菅 原 印 刷 株 式 会 社
〒111-0051　台東区蔵前3-15-1 エスピービル　TEL.5687-2211

ダ イ ヤ 印 刷 株 式 会 社
〒101-0021　千代田区外神田6-11-10 西岡第２ビル　TEL.5817-3351

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 東 京 支 社
〒103-8603　墨田区横川1-17-7　　　　TEL.6703-0567

プ ラ ネ ッ ト ワ ー ク ス 株 式 会 社
〒150-0041　渋谷区神南1-5-14三船ビル406　TEL.5728-3576

株 式 会 社 夢 グ ル ー プ
〒112-0013　文京区音羽2-10-2 音羽NSビル5F　TEL.5395-7503

株 式 会 社 ク ロ ス ウ ェ ー バ ー
〒107-0052　港区赤坂4-3-15 FSK赤坂ビル　TEL.5573-8754

株 式 会 社 ミ ツ ウ ロ コ ヴ ェ ッ セ ル
〒104-0031　中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン　TEL.3257-6316

株 式 会 社 日 本 ト リ ム 東 京 支 社
〒104-0032　中央区八丁堀3-25-7 Daiwa八丁堀駅前ビル4Ｆ　TEL.3537-1611

株 式 会 社 ピ ュ ア リ ン ク ス
〒104-0032　中央区八丁堀3-8-1栄ビル3F-C　TEL.6228-6878 （令和５年１月１日現在）

賛 助 会 員 加 入 社 一 覧

秋の叙勲受章者 永年のご尽力による功績が認められ、
栄えある受章おめでとうございます。令和４年

東京都社交飲食業生活衛生同業組合　理事長

塚口　　智氏

旭日双光章

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合　副理事長

森永　鈴江氏

旭日双光章

東京都理容生活衛生同業組合　前理事長

飛田　英雄氏

旭日双光章

東京都麺類生活衛生同業組合　副理事長

清水　　汎氏

旭日単光章

◎厚生労働大臣表彰者�
阿部　正男　氏 東京都社交飲食業生活衛生同業組合　常務理事
小野　雅啓　氏 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会　理事
柿野　幹成　氏 東京都飲食業生活衛生同業組合　副理事長
風戸ミツ子　氏 東京都美容生活衛生同業組合　常任理事
河野　義勝　氏 東京都興行生活衛生同業組合　理事

保志　雄一　氏 東京都社交飲食業生活衛生同業組合　副理事長
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会　専務理事

村上　健二　氏 東京都鮨商生活衛生同業組合　常務理事
矢向　直人　氏 東京都料理生活衛生同業組合　理事

若竹　敦史　氏 東京都鮨商生活衛生同業組合　理事
全国すし商生活衛生同業組合連合会　常任理事

和久井喜治郎氏 東京都麺類生活衛生同業組合　常務理事
＊名簿はあいうえお順� （役職名は令和４年４月１日現在）

◎全国生活衛生中央会理事長表彰受賞者
飯島精一郎　氏 東京都喫茶飲食生活衛生同業組合　常務理事
岩井　洋子　氏 東京都社交飲食業生活衛生同業組合　常務理事
内間　英行　氏 東京都氷雪販売業生活衛生同業組合　理事
江村　光良　氏 東京都食鳥肉販売業生活衛生同業組合　副理事長
佐山　茂吉　氏 東京都美容生活衛生同業組合　理事
反保　耕二　氏 東京都社交飲食業生活衛生同業組合　常務理事
東山　政一　氏 東京都中華料理生活衛生同業組合　常務理事
松村　健一　氏 東京都簡易宿泊業生活衛生同業組合　副理事長
矢向　　剛　氏 東京都料理生活衛生同業組合　常務理事
安田　眞一　氏 東京都料理生活衛生同業組合　常務理事
柳澤　伸雄　氏 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合　副理事長
山崎　一馬　氏 東京都飲食業生活衛生同業組合　副理事長
＊名簿はあいうえお順� （役職名は令和４年４月１日現在）

受賞された皆様に心からお祝い申し上げます。
今後の更なるご活躍をご期待申し上げます。

令和４年度
生活衛生功労者表彰

令和４年度
生活衛生功労者表彰


